
○国立大学法人東京工業大学学長候補者の選考及び学長解任の申出に関する規則  

平成16年９月３日  

学長選考会議決定  

改正 平17.3.2，平19.1.22，平20.3.17，平21.3.17，平23.5.16，平24.5.2，平25.1.21，

平27.3.17，平29.4.26，令3.3.12 

（趣旨）  

第１条 この規則は，国立大学法人法（平成15年法律第112号。以下「法」という。）

第12条及び国立大学法人東京工業大学学長選考会議規則（平成16年９月３日学長

選考会議決定）第12条の規定に基づき，国立大学法人東京工業大学学長候補者（以

下「学長候補者」という。）の選考基準及び選考手続き並びに学長解任の申出等

に関し必要な事項を定めるものとする。  

（選考機関）  

第２条 学長候補者の選考は，国立大学法人東京工業大学学長選考会議（以下「学

長選考会議」という。）が行う。  

（選考）  

第３条 学長候補者の選考は，人格が高潔で，学識が優れ，かつ，国立大学法人東

京工業大学（以下「大学」という。）における教育研究活動を適切かつ効果的に

運営することができる能力を有する者のうちから，第６条の２に定める基準によ

り行う。  

（任期）  

第４条 学長の任期は，国立大学法人東京工業大学学長の任期に関する規則（平成

29年規則第43号。以下「任期規則」という。）の定めるところによる。  

（選考の時期）  

第５条 学長候補者の選考は，次のいずれかに該当する場合に行う。  

一 学長の任期（任期規則第２条第１項の任期をいう。）が満了するとき（次号

に該当する場合を除く。）。  

二 再任された学長の任期（任期規則第２条第３項の任期をいう。）が満了する

とき。  

三 学長が欠けたとき。  

四 学長が解任されたとき。  

五 学長が辞任を申し出たとき。  

六 第10条の規定により選考された最終の学長候補者が就任するまでの間にやむ

を得ない事由により辞退し，又は就任することができないとき。  

２ 前項第１号（次条により再任を可とした場合を除く。）又は第２号に該当する

場合は，原則として任期満了の日の２月前までに，同項第３号から第６号までの

いずれかに該当する場合は，その事由が生じた後速やかに選考を行う。  

（再任の審査）  

第６条 学長選考会議は，前条第１項第１号に該当する場合は，原則として当該学

長の任期満了の７月前までに，当該学長の再任の可否について審査する。  

２ 学長選考会議は，再任の可否の審査に当たっては，当該学長に対し再任の意思



を確認するとともに，当該学長の職務に係る業績調書及び所信の提出を求めるも

のとする。  

３ 学長選考会議は，当該学長の再任の可否の審査結果を学長に報告するとともに，

審査結果を可とした場合は，審査結果，審査理由及び審査の過程を速やかに公表

しなければならない。  

４ 学長は，前項により再任を可とした学長候補者を文部科学大臣に申し出るもの

とする。  

（選考基準）  

第６条の２ 学長選考会議は，次条の選考日程の公表に先立ち，学長に求められる

資質・能力を示した基準（以下「求められる学長像」という。）を定め，速やか

に公表しなければならない。  

２ 学長選考会議は，前項の求められる学長像を変更した場合は，当該求められる

学長像を速やかに公表しなければならない。  

（選考日程の公表）  

第７条 学長選考会議は，第５条第１項第１号（第６条により再任を可とした場合

を除く。）又は同条同項第２号に該当する場合は，原則として当該学長の任期満

了の日の６月前までに，同条同項第３号から第６号までのいずれかに該当する場

合は，速やかに学長候補者の選考日程を公表する。  

（学長候補者の推薦等）  

第８条 学長選考会議は，前条の公表に基づき，学長候補者の推薦（自薦及び他薦

を問わない。以下同じ。）を受け付けるものとする。  

２ 前項の学長候補者の推薦を行うことができる者（以下「推薦者」という。）は，

次の各号に掲げる大学の常勤の役職員とし，学長候補者を１名に限り推薦できる

ものとする。  

一 学長，理事及び監事  

二 教授，准教授及び講師  

三 副校長及び主幹教諭  

四 事務局長，部長，参事，課長，室長，副参事，専門職及びグループ長  

五 主幹技術専門員，上席技術専門員及び主任技術専門員  

六 高度専門職員（第２号又は第４号に掲げる職員に相当する者に限る。）  

３ 前項の規定は，過去に学長であった者又は現に学長である者が学長候補者とし

て推薦されることを妨げない。  

４ 推薦者は，第１項の推薦に当たっては，求められる学長像を踏まえ，次に掲げ

る文書を提出するものとする。  

一 国立大学法人東京工業大学学長候補者推薦書（別紙様式１。以下「推薦書」

という。）  

二 所信（別紙様式２）  

三 履歴書（別紙様式３）  

５ 前項の規定にかかわらず，自薦の場合は，所信及び履歴書の提出をもって推薦

書が提出されたものとみなすことができる。  



６ 提出された文書に記載された推薦者又は学長候補者が特定できない場合は，当

該推薦を無効とする。  

（学長候補者の追加）  

第８条の２ 学長選考会議は，必要に応じ学長候補者を追加することができる。  

２ 学長選考会議は，前項の規定により学長候補者を追加する場合は，当該学長候

補者とする者に学長候補者となることの意思を確認のうえ，所信及び履歴書の提

出を求めるものとする。  

（意向聴取）  

第９条 学長選考会議は，前２条の学長候補者を対象として，投票による意向聴取

を実施する。  

２ 学長選考会議は，意向聴取を実施するときは，あらかじめ学長候補者の推薦書，

所信及び履歴書を公表し，当該学長候補者に対する学内公開のヒアリングを行う

ものとする。  

３ 意向聴取の投票権者は，第８条第２項に定める推薦者と同様とする。  

４ 学長選考会議は，意向聴取を実施したときは，その結果を速やかに公表しなけ

ればならない。  

（最終の学長候補者）  

第10条 学長選考会議は，前条の意向聴取の結果を参考にし，最終の学長候補者を

選考し，学長に報告するとともに選考結果，選考理由及び選考の過程を速やかに

公表しなければならない。  

２ 学長は，前項の最終の学長候補者を文部科学大臣に申し出るものとする。  

（学長の業務執行状況の確認）  

第11条 学長選考会議は，監事と連携しながら，学長の業務執行状況について毎年

度確認する。  

（学長解任の申出）  

第12条 学長選考会議は，学長選考会議の委員から法第17条第２項又は第３項に定

める事由による学長の解任請求があった場合は，速やかに審議し解任の申出の可

否を決定するものとする。  

２ 学長選考会議は，前項の審議に当たり，学長の意見陳述の機会を設けなければ

ならない。  

３ 学長選考会議は，学長解任の申出を決定した場合は，その理由を公表するとと

もに，速やかに文部科学大臣に申し出るものとする。  

（規則の改正）  

第13条 この規則の改正は，学長選考会議構成員の過半数の同意を得なければ，こ

れを行うことができない。  

（雑則）  

第14条 この規則に定めるもののほか，学長候補者の選考等に関し必要な事項は，

学長選考会議が別に定める。  

附 則（平17.3.２）  

この規則は，平成17年３月２日から施行する。  



附 則（平19.1.22）  

この規則は，平成19年４月１日から施行する。  

附 則（平20.3.17）  

この規則は，平成20年３月17日から施行する。  

附 則（平21.3.17）  

この規則は，平成21年３月17日から施行する。  

附 則（平23.5.16）  

この規則は，平成23年５月16日から施行する。  

附 則（平24.5.２）  

１ この規則は，平成24年５月２日から施行する。  

２ この規則施行の際，現に学長である者については，第６条の規定に基づき再任

されたものとし，その任期は，第５条の規定にかかわらず，平成24年９月30日ま

でとする。  

附 則（平25.1.21）  

この規則は，平成25年１月21日から施行する。  

附 則（平27.3.17）  

この規則は，平成27年４月１日より施行する。  

附 則（平29.4.26）  

１ この規則は，平成29年４月26日から施行し，改正後の国立大学法人東京工業大

学学長候補者の選考及び学長解任の申出に関する規則（以下「改正規則」という。）

の規定は，平成29年４月１日から適用する。  

２ この規則施行の際，この規則施行後における最初の学長候補者の選考に当たっ

ては，改正規則の規定にかかわらず，現に学長である者については，学長候補者

とすることができない。  

附 則（令3.3.12）  

この規則は，令和３年４月１日から施行する。  



 



 



 



 



 



別紙様式１（第８条第４項関係）  

別紙様式２（第８条第４項関係）  

別紙様式３（第８条第４項関係）  

 


